
－広報うしく　２００９．８．１－  �

〈
対
象
〉　

精
神
ま
た
は
身
体
に
障
害
の
あ

る
20
歳
未
満
の
児
童
を
家
庭
に
お
い
て

監
護
し
て
い
る
父
、
も
し
く
は
母
、
ま

た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
を
対
象
と
し
、
申
請
が

必
要
で
す
。

◆
手
当
の
対
象
と
な
る
児
童
の
障
害
の
程
度

○
特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
判
定
が
お
お
む
ね

１
・
２
級（
内
部
的
疾
患
含
む
）
程
度
に

該
当
す
る
も
の

・
療
育
手
帳
の
判
定
が
Ａ･

Ａ
程
度
の
知

的
障
害
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
同
程
度

の
精
神
障
害
が
あ
る
場
合

○
特
別
児
童
扶
養
手
当
２
級

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
判
定
が
お
お
む
ね

３
級（
内
部
的
疾
患
含
む
）程
度
に
該
当

す
る
も
の

・
療
育
手
帳
の
判
定
が
Ｂ
程
度
の
知
的
障

害
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
同
程
度
の
精

神
障
害
が
あ
る
場
合

※
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
受
給
す
る
資
格

が
あ
り
ま
せ
ん
。

①
児
童
お
よ
び
父
、
母
ま
た
は
養
育
者
が

特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当
・

障
害
児
福
祉
手
当
の
お
知
ら
せ

日
本
国
内
に
住
ん
で
い
な
い
と
き

②
児
童
が
障
害
に
よ
る
公
的
年
金
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
き

③
児
童
が
児
童
福
祉
施
設（
保
育
園
・
通

園
施
設
・
肢
体
不
自
由
児
施
設
へ
の
短

期
母
子
入
所
を
除
く
）
に
入
所
し
て
い

る
と
き

〈
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
額
お
よ
び
支
払
日
〉

　

手
当
の
額
は
認
定
請
求
を
し
た
日
の
属

す
る
翌
月
分
か
ら
左
記
の
額
が
支
給
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
前
年
の
所
得（
課
税
台

帳
に
よ
る
）
が
表
の
所
得
制
限
限
度
額
以

上
の
方
は
そ
の
年
度（
８
月
か
ら
翌
年
７

月
ま
で
）手
当
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

◆
手
当
の
額

　

等
級
月
額（
児
童
１
人
に
つ
き
）

　

１
級
…
５
万
７
５
０
円

　

２
級
…
３
万
３
８
０
０
円

◆
手
当
の
支
払
日（
11
日
が
土
・
日
・
祝

日
の
場
合
は
そ
の
前
営
業
日
）

　

支
払
期
…
支
払
日（
支
給
対
象
月
）

　

４
月
期
…
４
月
11
日（
12
～
３
月
分
）

　

８
月
期
…
８
月
11
日（
４
～
７
月
分
）

　

12
月
期
…
11
月
11
日（
８
～
11
月
分
）

〈
所
得
に
よ
る
支
給
制
限
〉

　

請
求
者（
本
人
）や
配
偶
者
お
よ
び
扶
養

義
務
者
の
所
得
が
限
度
額
以
上
で
あ
る
場

合
は
、
そ
の
年
度（
８
月
か
ら
翌
年
７
月

ま
で
）の
手
当
が
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

〈
手
当
を
受
け
る
た
め
の
手
続
き
〉

　

手
当
を
受
け
る
た
め
に
は
、
市
社
会
福

祉
課
窓
口
に
次
の
書
類
を
添
え
て
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
知
事
の
認
定
を
受
け
る
こ

と
に
よ
り
、
県
か
ら
手
当
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

扶養親族の数 請求者（本人）
配偶者および
扶養義務者

0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円

5人以上
以下380,000円

ずつ加算
以下213,000円

ずつ加算

所得制限限度額表

※この表は平成22年6月までに認定請求する場合の
ものです。

◆
添
付
す
る
書
類

①
請
求
者
と
対
象
児
童
の
戸
籍
謄
本（
抄

本
）
外
国
人
の
方
は
、
登
録
済
記
載
事

項
証
明
書

②
請
求
者
と
対
象
児
童
が
含
ま
れ
る
世
帯

全
員
の
住
民
票

※
①
お
よ
び
②
の
発
行
日
は
認
定
請
求
か
ら
１

カ
月
以
内
の
も
の
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

③
所
定
の
診
断
書（
市
社
会
福
祉
課
窓
口
に

あ
り
ま
す
）

　

診
断
書
は
申
請
日
か
ら
起
算
し
て
２
カ

月
以
内
の
も
の
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
診
断
書
の
添
付

を
省
略
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

窓
口
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

・
療
育
手
帳
の
判
定
が
Ａ
・
Ａ

・
身
体
障
害
者
手
帳（
内
部
障
害
を
除
く
）

の
等
級
が
１･

２･

３
級（
下
肢
障
害
に

つ
い
て
は
４
級
の
一
部
を
含
む
）

④
そ
の
他
必
要
な
書
類

　

金
融
機
関
通
帳（
手
当
の
受
給
は
口
座

振
込
が
便
利
で
す
。
必
ず
請
求
者
本
人
の

口
座
名
義
の
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

児
童
の
口
座
に
は
振
り
込
み
で
き
ま
せ
ん
）

☆
手
続
き
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、
市
社
会

福
祉
課
の
窓
口
と
な
り
ま
す
。
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特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

　

日
常
生
活
に
常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
障
害
者（
児
）で
、
支
給
要
件
を
満
た

す
方
に
特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

特
別
障
害
者
手
当

【
身
体
・
知
的
・
精
神
】

〈
対
象
〉　

精
神
ま
た
は
身
体
に
著
し
く
重

度
の
障
害
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活

に
お
い
て
常
時
特
別
の
介
護
を
必
要

と
す
る
程
度
の
状
態
に
あ
る
在
宅
の

20
歳
以
上
の
方

〈
支
給
対
象
と
な
る
障
害
の
程
度
〉

１
．
左
記
の
障
害
が
重
複
す
る
方

①
両
眼
の
視
力
の
和
が
０
・
04
以
下

②
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
１
０
０
デ
シ
ベ

ル
以
上

③
両
上
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
が
あ
る

方
ま
た
は
両
上
肢
の
す
べ
て
の
指
を

欠
く
方
も
し
く
は
両
上
肢
の
す
べ
て

の
指
の
機
能
に
著
し
い
障
害
が
あ
る

方
④
両
下
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
が
あ
る

方
ま
た
は
両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で

欠
く
方

⑤
体
幹
の
機
能
に
座
っ
て
い
る
こ
と
が
で

き
な
い
程
度
ま
た
は
立
ち
上
が
る
こ

と
が
で
き
な
い
程
度
の
障
害
が
あ
る

方
⑥
①
～
⑤
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
身
体

の
機
能
の
障
害
ま
た
は
長
期
に
わ
た

る
安
静
を
必
要
と
す
る
病
状
が
①
～

⑤
と
同
程
度
以
上
と
認
め
ら
れ
る
状

態
で
あ
っ
て
、
日
常
生
活
で
常
時
特

別
な
介
護
を
要
す
る
方

⑦
精
神
の
障
害
で
あ
っ
て
①
～
⑥
と
同
程

度
以
上
と
認
め
ら
れ
る
程
度
の
方

２
．
１
の
障
害
と
同
程
度
以
上
と
認
め
ら

れ
る
程
度
の
方

〈
支
給
制
限
〉

①
受
給
資
格
者
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
も
し

く
は
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得
が

一
定
金
額
以
上
で
あ
る
と
き（
受
給
資

格
者
の
所
得
に
は
非
課
税
で
あ
る
障

害
基
礎
年
金
を
含
み
ま
す
）

②
身
体
障
害
者
更
生
施
設
な
ど
の
社
会
福

祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方

③
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
３
カ
月
を
超
え

て
入
院
し
て
い
る
方

〈
支
給
額
〉　

２
万
６
４
４
０
円（
月
額
）

〈
支
給
月
〉　

手
当
の
支
払
い
月
は
、２
月
・

５
月
・
８
月
・
11
月
で
す
。

〈
申
請
窓
口
〉　

市
社
会
福
祉
課（
手
当
を

受
け
る
に
は
所
定
の
書
類
を
提
出
し
、

認
定
請
求
が
必
要
で
す
）

障
害
児
福
祉
手
当

【
障
害
児（
身
体
・
知
的
・
精
神
）】

〈
対
象
〉　

日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別

の
介
護
を
必
要
と
す
る
程
度
の
状
態
に
あ

る
在
宅
の
重
度
の
障
害
児（
20
歳
未
満
）

〈
支
給
対
象
と
な
る
障
害
の
程
度
〉

①
両
眼
の
視
力
の
和
が
０
・
02
以
下

②
両
耳
の
聴
力
が
補
聴
器
を
用
い
て
も
音

声
を
識
別
で
き
な
い
程
度

③
両
上
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
が
あ
る
方

④
両
上
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
方

⑤
両
下
肢
の
用
を
全
く
廃
し
た
方

⑥
両
大
腿
を
２
分
の
１
以
上
失
っ
た
方

⑦
体
幹
の
機
能
に
座
っ
て
い
る
こ
と
が
で

き
な
い
程
度
の
障
害
が
あ
る
方

⑧
①
～
⑦
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
身
体

の
機
能
の
障
害
ま
た
は
長
期
に
わ
た

る
安
静
を
必
要
と
す
る
病
状
が
前
各

号
と
同
程
度
以
上
と
認
め
ら
れ
る
状

態
で
あ
っ
て
、
日
常
生
活
で
常
時
特

別
な
介
護
を
要
す
る
方

⑨
精
神
の
障
害
で
、
①
～
⑧
と
同
程
度
以

上
と
認
め
ら
れ
る
程
度
の
方

⑩
身
体
の
機
能
の
障
害
ま
た
は
病
状
も
し

く
は
精
神
の
障
害
が
重
複
し
、
そ
の

状
態
が
①
～
⑨
と
同
程
度
以
上
と
認

め
ら
れ
る
程
度
の
方

〈
支
給
制
限
〉

①
受
給
資
格
者
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
も
し

く
は
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得
が

一
定
金
額
以
上
で
あ
る
と
き

②
肢
体
不
自
由
児
施
設
な
ど
に
入
所
し
て

い
る
方

③
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
給
付
を

受
け
て
い
る
方

〈
支
給
額
〉　

１
万
４
３
８
０
円（
月
額
）

〈
支
給
月
〉　

手
当
の
支
払
い
月
は
、２
月
・

５
月
・
８
月
・
11
月
で
す
。

〈
申
請
窓
口
〉　

市
社
会
福
祉
課（
手
当
を

受
け
る
に
は
、
所
定
の
書
類
を
提
出

し
、
認
定
請
求
が
必
要
で
す
）

問い合わせ　市社会福祉課☎内線1711～1712

「
特
別
児
童
扶
養
手
当
」の
所
得
状
況

届
お
よ
び「
特
別
障
害
者
手
当
・
障

害
児
福
祉
手
当
・
経
過
的
福
祉
手
当
」

の
所
得
状
況
届
・
現
況
届
に
つ
い
て

　

対
象
者
の
手
当
支
給
の
可
否
を
確
認

す
る
た
め
、
現
況
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

届
け
出
が
な
い
と
、
８
月
分
以
降
の
手

当
の
支
給
が
停
止
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て
は
、
２
年

間
届
け
出
を
し
な
い
場
合
は
、
受
給
資

格
が
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

対
象
者
の
皆
さ
ん
は
、
郵
送
し
た
書
類

を
期
日
中
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間　

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】８

月
11
日（
火
）～
28
日（
金
）、【
特
別
障

害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
・
経

過
的
福
祉
手
当
】
８
月
11
日（
火
）
～

９
月
10
日（
木
）※
土
・
日
曜
除
く
。

※
８
月
中
旬
に
な
っ
て
も
書
類
が
届
か

な
い
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当
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